
第 5 回 JSPO 国スポ発第 242 号 

令 和 6 年 3 月 2 9 日 

都道府県体育・スポーツ協会 事務局長 様 

国スポ実施中央競技団体 事務局長 様 

                                         公益財団法人日本スポーツ協会  

                                          事務局長  岩 田  史 昭 

 

2024年度版「国民スポーツ大会参加者傷害補償制度パンフレット」等の送付について 

 

平素より国民スポーツ大会をはじめ当協会スポーツ推進事業にご理解とご協力をいただき厚くお礼

申し上げます。 

さて、この程、2024年度版標記パンフレットを作成しましたので下記のとおり送付いたします。本パ

ンフレットには、制度の趣旨及び国スポ参加者の傷害事故に対する補償内容、給付手続き等本制度に

関する重要な事項を掲載しておりますので、改めて貴下関係団体及び国スポ参加者に対し、本制度に

ついて周知徹底いただきますようよろしくお願いいたします。 

また、都道府県代表選考過程における傷害等については、平成21年度からの制度改訂に伴い本制

度の対象外となり、国民スポーツ大会開催基準要項の規定に基づき、当該参加者本人及び予選会等

代表選考の主催者の責任において、別途傷害保険等に加入するなどのご対応をいただきます。当協

会としては、別紙のとおりスポーツ安全協会が運営する「スポーツ安全保険」を推奨いたしますので、

このことについても貴下関係団体及び国スポ参加者に対し、十分ご周知いただきますよう重ねてお願

い申し上げます。 

なお、2024年度から傷害補償パンフレットは下記ＵＲＬから参照いただくようお願いいたします 

 

記 

1. 送付資料： 

(1) 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度給付規定 

(2) 国民スポーツ大会傷害補償制度２０２４年度版パンフレット（データ） 

URL: 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度パンフレット（PDF） 

(3) 事故報告書（様式） 

(4) 国民スポーツ大会都道府県予選会における傷害事故等への対応について（ご案内） 

 

【本件に関する問合せ先】 

国スポ推進部 国スポ課 

TEL：03-6910-5808 

MAIL：kokuspo@japan-sports.or.jp 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/R6_syougaipanhuretto.pdf


令和 6年 3月 29日 

公益財団法人日本スポーツ協会 

 

 

国民スポーツ大会都道府県予選会における 

傷害事故等への対応について(ご案内) 

 

 

国民スポーツ大会都道府県代表選考過程における傷害事故等に対する補

償については、平成２１年度から当該参加者本人及び予選会等代表選考の主

催者の責任においてご対応いただくこととなっております。 

 

予選会を含む国民スポーツ大会における傷害事故等については、これまで

その半数以上が都道府県予選会で発生していることから、当該予選会への参

加条件として「参加者個人による傷害保険等への加入を義務付ける」旨、予選

会実施要項上に明記するとともに、都道府県予選段階における傷害事故等へ

の備えについて大会参加者に対し十分周知・確認するなど、予選会主催者側

の対応は極めて重要です。 

 

このことから、当協会としましては、都道府県予選段階における傷害事故等

に対する補償については、公益財団法人スポーツ安全協会が運営し、スポーツ

団体を中心に選手、監督等が安心して活動できる制度として広く利用され、か

つ永年にわたり顕著な実績のある「スポーツ安全保険」を推奨いたします。 

 

詳細は、下記リンクの「スポーツ安全保険のあらまし 2024 年度」をご熟読

いただき、この機会に、「スポーツ安全保険」への加入促進方、積極的なご案内

をお願いするものです。 

  スポーツ安全保険のあらまし (sportsanzen.org) 

 

https://www.sportsanzen.org/aramashi/spoan_2024/index_h5.html#1
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国民スポーツ大会参加者傷害補償制度給付規程 

 

第1条 （目的） 

この制度は、この補償規定（以下「本規定」という。）に基づき、公益財団法人日本

スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）が国民スポーツ大会活動の参加者

に対して、以下の各号に規定する補償給付金を給付することにより、日本スポーツ協会

および各都道府県体育・スポーツ協会（以下「都道府県体育協会」という。）の社会的

責任体制を整えるとともに、相互扶助の精神に基づく全参加者の傷害補償制度として国

民スポーツの発展に資することを目的とする。 

(1) 傷害事故発生時に給付する補償金（死亡補償金、後遺障害補償金、入院補償金、傷

害手術補償金または通院補償金をいう。以下同様とする。） 

(2) 疾病または傷害による死亡事故または後遺障害事故発生時に給付する見舞金 

(3) 熱中症発生時に給付する熱中症見舞金(入院見舞金、熱中症手術見舞金、通院見舞

金をいう。以下同様とする。) 

 

第2条 （給付対象者） 

本規定における給付対象者は国民スポーツ大会活動の参加者とし、以下の各号に該当

する者全員をいう。 

(1) 選手及び監督 

国民スポーツ大会において実施される正式競技種目のブロック大会、本大会・冬季

大会及び特別競技種目の本大会における競技に参加する選手及び監督をいう。 

(2) 選手団本部役員 

ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成される都道府県選手団本部役員を

いい、顧問を含むものとする。 

(3) 視察員 

ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、各都道府県の視察員名簿に

記載される者をいう。 

(4) その他選手団役員 

ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、選手団本部役員以外に各都

道府県の選手団名簿に記載される者をいう。 

 

第3条 （用語の定義） 

本規定において次に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとする。 

(1) 傷害 

急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外

部から有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに

急激に生じる中毒症状（継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を

除く。）を含む。 

(2) 後遺障害 

身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の

欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいう。 
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(3) 疾病 

前号の傷害以外の身体の傷害のうち、急性虚血性心疾患（心筋梗塞）・急性心不全

等の心臓疾患、くも膜下出血・脳内出血等の急性脳疾患、低体温症、脱水症、日射

病、熱中症（熱射病）、細菌性食物中毒およびウィルス性食物中毒をいう。 

(4) 熱中症 

急激、かつ外来による日射または熱射によって、その身体に障害を被った場合のこ

とをいう。 

 

第4条 （対象となる事故） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が国民スポーツ大会活動に参加している間に被った

傷害または疾病に対して、本規定に従い第 1 条（目的）に定める補償給付金を支払うも

のとする。 

２．前項の「国民スポーツ大会活動に参加している間」とは、下記の各号に定める期間中と

する。 

(1) ブロック大会参加中 

日本スポーツ協会及び各都道府県体育・スポーツ協会が主催する「国民スポーツ大

会ブロック大会」に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。ただ

し、各ブロック大会開会式、ブロック大会公式練習または各競技開始日のいずれか

早い日の 2 日前から大会終了日の翌日までの間に限る。 

(2) 本大会・冬季大会参加中 

日本スポーツ協会が主催する「国民スポーツ大会（本大会・冬季大会）」に参加す

るために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。ただし、各本大会開会式（開始

式）または本大会公式練習のいずれか早い日の 2 日前から大会終了日の翌日までの

間に限る。 

(3) その他 

各都道府県体育・スポーツ協会または各都道府県競技団体が主催または共催する、

結団式または解団式に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。 

３．本条第１項にいう「国民スポーツ大会活動」には、「都道府県代表選抜チームを編成

するために行う強化練習または強化合宿」および「ブロック大会、本大会・冬季大会に

向けての強化練習または強化合宿」は含まないものとする。 

 

第5条 （死亡補償金の支払） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が前条（対象となる事故）の傷害を被り、その直接

の結果として、事故発生日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合、３０００

万円（すでに支払った後遺障害補償金がある場合は、３０００万円からすでに支払った

金額を控除した残額）を死亡補償金として給付対象者の法定相続人（以下、「死亡補償

金受取人」といいます。）に支払うものとする。 

２．前項の規定により死亡補償金受取人が２名以上であるときは、日本スポーツ協会は、
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法定相続分の割合により死亡補償金を死亡補償金受取人に支払うものとする。 

 

第6条 （死亡補償金受取人が複数の場合の取扱） 

日本スポーツ協会は、死亡補償金受取人が２名以上であるときは、代表者１名を定め

ることを求めることができる。この場合において、代表者は他の死亡補償金受取人を代

理するものとする。 

２．前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡補償金

受取人の中の１名に対して行う日本スポーツ協会の行為は、他の死亡補償金受取人に対

しても効力を有するものとする。 

 

第7条 （後遺障害補償金の支払） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害を被り、その直

接の結果として、事故発生日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害（身体に残さ

れた将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、

その原因となった傷害がなおった後のものをいう。以下同様とする。）が生じたときは、

３０００万円に別表１の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として給付対象

者に支払う。 

２．前項の規定にかかわらず、給付対象者が事故発生日からその日を含めて１８０日をこ

えてなお治療を要する状態にあるときは、日本スポーツ協会は、事故発生日からその日

を含めて１８１日目における医師（給付対象者が医師である場合は、給付対象者以外の

医師をいいます。以下同様とします。）の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後

遺障害補償金を支払う。 

３．別表１の各号に該当しない後遺障害に対しては、給付対象者の職業、年齢、社会的地

位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表１の各号に掲げる区分に準じ、後

遺障害補償金の支払額を決定する。ただし、別表１の第１号（３）、（４）、第２号（３）、

第４号（４）および第５号（２）に掲げる機能障害に至らない傷害に対しては、後遺障

害補償金を支払わない。 

４．同一事故により２種以上の後遺障害が生じた場合には、日本スポーツ協会は、その

各々に対し前３項の規定を適用し、その合計額を支払う。ただし、別表１の第７号から

第９号までに掲げる上肢（腕および手）または下肢（脚および足）の後遺障害に対して

は、１肢ごとの後遺障害補償金は１８００万円をもって限度する。 

５．すでに身体に障害のあった給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害を被り、そ

の直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表２の各号のいずれかに該

当したときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表１の各号に掲げる割合を

適用して、後遺障害補償金を支払う。ただし、すでにあった身体の障害（以下この項に

おいて「既存障害」という。）が本規定に基づく後遺障害補償金の支払を受けたもので

あるときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から、既存障害に対応する

割合を差し引いて得た割合により後遺障害補償金を支払う。 
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６．前各項の規定に基づいて、日本スポーツ協会が支払うべき後遺障害補償金の額は、３

０００万円をもって限度とする。 

 

第8条 （入院補償金及び傷害手術補償金の支払） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害を被り、その直

接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、

次の各号のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、１日につき３，６００円（第

４項において「入院補償金日額」という。）を入院補償金として給付対象者に支払う。 

(1) 入院（医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院ま

たは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。）した場合 

(2) 別表３の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合 

２．日本スポーツ協会は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて１８０

日を経過した後の期間に対しては、入院補償金を支払わないものとする。 

３．給付対象者が入院補償金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、

日本スポーツ協会は、重複しては入院補償金を支払わない。 

４．日本スポーツ協会は、入院補償金が支払われる場合に、給付対象者が事故の日からそ

の日を含めて１８０日以内に病院または診療所において、入院補償金を支払うべき傷害

の治療を直接の目的として別表４に掲げる手術を受けたときは、入院補償金日額に手術

の種類に応じて別表４に掲げる倍率（１事故に基づく傷害に対して２以上の手術を受け

た場合は、そのうち最も高い倍率）を乗じた額を、傷害手術補償金として給付対象者に

支払う。ただし、１事故に基づく傷害について、１回の手術に限る。 

 

第9条 （通院補償金の支払） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害を被り、その直

接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通

院（医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受

けること（往診を含む。）をいう。以下本条において同様とする。）した場合は、その日

数に対し、９０日を限度として、１日につき、２，４００円を通院補償金として給付対

象者に支払う。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度

に傷害が治癒したとき以降の通院に対しては、通院補償金を支払わない。 

２．給付対象者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するため

に医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平

常の生活に著しい支障が生じたと日本スポーツ協会が認めたときは、その日数に対し、

通院補償金を支払う。 

３．日本スポーツ協会は、前２項の規定にかかわらず、前条（入院補償金及び傷害手術補

償金の支払）の入院補償金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院補償金を支

払わない。 



 

 5 

４．日本スポーツ協会は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて１８０

日を経過した後の通院に対しては、通院補償金を支払わない。 

 

５．給付対象者が通院補償金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、

日本スポーツ協会は、重複しては通院補償金を支払わない。 

 

第10条 （見舞金－死亡見舞金の支払） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が第４条（対象となる事故）に定める傷害または疾

病を被り、その直接の結果として、事故発生日からその日を含めて１８０日以内に死亡

した場合、２００万円（すでに支払った後遺障害見舞金がある場合は、２００万円から

すでに支払った金額を控除した残額）を死亡見舞金として給付対象者の法定相続人（以

下、「死亡見舞金受取人」という。）に支払う。 

２．前項の規定により死亡見舞金受取人が２名以上であるときは、日本スポーツ協会は、

法定相続分の割合により死亡見舞金を死亡見舞金受取人に支払う。 

３．死亡見舞金受取人が２名以上であるときの取扱は、第 6 条（死亡補償金受取人が複数

の場合の取扱）の規定を準用するものとする。 

 

第11条 （見舞金－後遺障害見舞金の支払） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害または疾病を被

り、その直接の結果として、事故発生日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害

（身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠

損で、かつ、その原因となった傷害または疾病がなおった後のものをいう。以下同様と

する。）が生じたときは、２００万円に別表１の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障

害見舞金として給付対象者に支払う。 

２．前項の規定にかかわらず、給付対象者が事故発生日からその日を含めて１８０日をこ

えてなお治療を要する状態にあるときは、日本スポーツ協会は、事故発生日からその日

を含めて１８１日目における医師（給付対象者が医師である場合は、給付対象者以外の

医師をいう。以下同様とする。）の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害

見舞金を支払う。 

３．別表１の各号に該当しない後遺障害に対しては、給付対象者の職業、年齢、社会的地

位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表１の各号に掲げる区分に準じ、後

遺障害見舞金の支払額を決定する。ただし、別表１の第１号（３）、（４）、第２号（３）、

第４号（４）および第５号（２）に掲げる機能障害に至らない傷害に対しては、後遺障

害見舞金を支払わない。 

４．同一事故により２種以上の後遺障害が生じた場合には、日本スポーツ協会は、その

各々に対し前３項の規定を適用し、その合計額を支払う。ただし、別表１の第７号から

第９号までに掲げる上肢（腕および手）または下肢（脚および足）の後遺障害に対して

は、１肢ごとの後遺障害見舞金は１２０万円をもって限度とする。 
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５．すでに身体に障害のあった給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害または疾病

を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表２の各号のい

ずれかに該当したときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表１の各号に掲

げる割合を適用して、後遺障害見舞金を支払う。ただし、すでにあった身体の障害（以

下この項において「既存障害」という。）が本規定に基づく後遺障害見舞金の支払を受

けたものであるときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から、既存障害

に対応する割合を差し引いて得た割合により後遺障害見舞金を支払う。 

６．本規定に基づいて、日本スポーツ協会が支払うべき後遺障害見舞金の額は、２００万

円をもって限度とする。 

 

第12条 （熱中症見舞金－入院見舞金及び熱中症手術見舞金の支払） 

日本スポーツ協会は、給付対象者が第４条（対象となる事故）の疾病のうち熱中症を

被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなく

なり、かつ、次の各号のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、１日につき３，

６００円（第４項において「入院見舞金日額」という。）を入院見舞金として給付対象

者に支払う。 

(1) 入院（医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院

または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。）し

た場合 

(2) 別表３の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合 

２．日本スポーツ協会は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて１８０

日を経過した後の期間に対しては、入院見舞金を支払わないものとする。 

３．給付対象者が入院見舞金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、

日本スポーツ協会は、重複しては入院見舞金を支払わない。 

４．日本スポーツ協会は、入院見舞金が支払われる場合に、給付対象者が事故の日からそ

の日を含めて１８０日以内に病院または診療所において、入院見舞金を支払うべき熱中

症の治療を直接の目的として別表４に掲げる手術を受けたときは、入院見舞金日額に手

術の種類に応じて別表４に掲げる倍率（１事故に基づく熱中症に対して２以上の手術を

受けた場合は、そのうち最も高い倍率）を乗じた額を、熱中症手術見舞金として給付対

象者に支払う。ただし、１事故に基づく熱中症について、１回の手術に限る。 

 

第13条 (熱中症見舞金－通院見舞金の支払) 

日本スポーツ協会は、給付対象者が第４条（対象となる事故）の疾病のうち熱中症を

被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生

じ、かつ、通院（医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医

師の治療を受けること（往診を含む。）をいう。以下本条において同様とする。）した場

合は、その日数に対し、９０日を限度として、１日につき、２，４００円を通院見舞金

として給付対象者に支払う。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支
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障がない程度に傷害が治癒したとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。 

２．日本スポーツ協会は、前２項の規定にかかわらず、前条（入院見舞金及び手術見舞金

の支払）の入院見舞金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院見舞金を支払わ

ない。 

３．日本スポーツ協会は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて１８０

日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。 

４．給付対象者が通院見舞金の支払を受けられる期間中新たに他の熱中症を被ったとして

も、日本スポーツ協会は、重複しては通院見舞金を支払わない。 

 

第14条 （他の身体の障害の影響） 

給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害もしくは疾病を被ったときすでに存在

していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害もしくは疾病を被っ

た後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の

傷害もしくは疾病が重大となったときは、日本スポーツ協会は、その影響がなかった場

合に相当する金額を決定してこれを支払う。 

２．正当な理由がなく給付対象者が治療を怠ったことまたは死亡補償金受取人または死亡

見舞金受取人が治療をさせなかったことにより第４条（対象となる事故）の傷害または

疾病が重大となったときも、前項と同様の方法で支払う。 

 

第15条 （事故の通知） 

給付対象者が第４条（対象となる事故）の傷害または疾病を被ったときは、給付対象

者、死亡補償金受取人または死亡見舞金受取人（これらの者の代理人を含みます。第２

項において同様とする。）は、その原因となった事故の日からその日を含めて３０日以

内に事故発生の状況および傷害または疾病の程度を日本スポーツ協会に通知しなければ

ならない。この場合において、日本スポーツ協会が書面による通知もしくは説明を求め

たときまたは給付対象者の身体の診察もしくは死体の検案（死体について、死亡の事実

を医学的に確認することをいう。）を求めたときは、これに応じなければならない。 

２．給付対象者、死亡補償金受取人または死亡見舞金受取人が日本スポーツ協会の認める

正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知

っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、日本スポーツ協

会は、補償金および見舞金を支払わない。 

 

第16条 （補償金および見舞金の請求） 

給付対象者、死亡補償金受取人または死亡見舞金受取人（これらの者の代理人を含む。

第３項において同様とする。）が補償金および見舞金の支払を受けようとするときは、

別表５に掲げる書類のうち日本スポーツ協会が求めるものを提出しなければならない。 

２．日本スポーツ協会は別表５に掲げる書類以外の提出を求めることができる。 
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３．給付対象者、死亡補償金受取人または死亡見舞金受取人が前２項の書類を提出しなか

ったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載

をしたときは、日本スポーツ協会は、補償金および見舞金を支払わない。 

 

第17条 （共通免責事項） 

日本スポーツ協会は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対して

は、補償金および見舞金を支払わない。 

(1) 給付対象者、死亡補償金受取人または死亡見舞金受取人の故意 

(2) 給付対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 

(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

(4) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事

変または暴動（本規定においては、群衆または多数の者の行動によって、全国また

は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状

態をいう。） 

(5) 核燃料（使用済燃料を含む。以下この号において同様とする。）もしくは核燃料物

質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）の放射性、爆発性その他の

有害な特性またはこれらの特性による事故 

(6) 前３号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて

生じた事故 

(7) 第 5号以外の放射線照射または放射能汚染 

 

第18条 （免責事項その２－補償金を支払わない場合） 

日本スポーツ協会は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対して

は、補償金を支払わない。 

(1) 給付対象者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをい

う。）を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、

シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原

動付自転車を運転している間に生じた事故 

(2) 給付対象者の脳疾患、疾病または心神喪失 

(3) 給付対象者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療措置。ただし、

日本スポーツ協会が補償金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでない。 

(4) 給付対象者に対する刑の執行 

２．日本スポーツ協会では、原因のいかんを問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち

症」）または腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金を支払わない。 

 

第19条 （免責事項その３－見舞金を支払わない場合） 

日本スポーツ協会は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた疾病に対して

は、見舞金を支払わない。 

(1) 給付対象者の妊娠、出産、早産または流産 

(2) 給付対象者の性病、泥酔または精神障害 
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(3) 給付対象者による麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用 

(4) 国民スポーツ大会活動参加以前にすでに症状が発生している疾病 

(5) 第 3 条（用語の定義）に定めるもの以外の疾病 

 

第20条 （その他の事項） 

本規定に定めのないその他の事項については、日本国の法令によるものとする。 

２．本規定は、平成 17 年 4 月 20 日より適用する。 

３．本規定は、平成 19 年 7 月 1 日より適用する。 

４．本規定は、平成 21 年 4 月 20 日より適用する。 

５．本規定は、平成 23 年 4 月 1 日より適用する。 

６．本規定は、平成 25 年 4 月 1 日より適用する。 

７．本規定は、平成 27 年 4 月 20 日より適用する。 

８．本規定は、平成 30 年 4 月 1 日より適用する。 

９．本規定は、令和 6 年１月１日より適用する。 

10．本規程は、令和 6 年 3 月 31 日より適用する。 
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別表１（第７条・第11条関係） 

 

１．眼の障害 

(1) 両眼が失明したとき-------------------------------------------------- 100％ 

(2) １眼が失明したとき--------------------------------------------------  60％ 

(3) １眼の矯正視力が 0.6以下となったとき --------------------------------   5％ 

(4) １眼が視野狭
さく

窄（正常視野の角度の合計の60％以下となった 

 場合をいう）となったとき ----------------------------------------------   5％ 

２．耳の障害 

(1) 両耳の聴力を全く失ったとき ------------------------------------------  80％ 

(2) １耳の聴力を全く失ったとき ------------------------------------------  30％ 

(3) １耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せないとき --------------------   5％ 

３．鼻の障害 

(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき --------------------------------------  20％ 

４．
そ

咀しゃく、言語の障害 

(1) 
そ

咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき ---------------------------- 100％ 

(2) 
そ

咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき ----------------------  35％ 

(3) 
そ

咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき ----------------------------  15％ 

(4) 歯に５本以上の欠損を生じたとき --------------------------------------   5％ 

５．外
ぼう

貌（顔面・頭部・
けい

頸部をいう）の醜状 

(1) 外
ぼう

貌に著しい醜状を残すとき ------------------------------------------  15％ 

(2) 外
ぼう

貌に醜状（顔面においては直径２㎝の
はんこん

瘢痕、長さ３㎝の線状
こん

痕程度 

 をいう）を残すとき----------------------------------------------------   3％ 

６．
せき

脊柱の障害 

(1) 
せき

脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき ----------------------  40％ 

(2) 
せき

脊柱に運動障害を残すとき --------------------------------------------  30％ 

(3) 
せき

脊柱に奇形を残すとき------------------------------------------------  15％ 

７．腕（手関節以上をいう）、脚（足関節以上をいう）の障害 

(1) １腕または１脚を失ったとき ------------------------------------------  60％ 

(2) １腕または１脚の３大関節中の２関節または３関節の機能を全く 

 廃したとき -----------------------------------------------------------  50％ 

(3) １腕または１脚の３大関節中の１関節の機能を全く廃したとき ------------  35％ 

(4) １腕または１脚の機能に障害を残すとき --------------------------------   5％ 
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８．手指の障害 

(1) １手の
ぼ

拇指を指関節（指節間関節）以上で失ったとき --------------------  20％ 

(2) １手の
ぼ

拇指の機能に著しい障害を残すとき ------------------------------  15％ 

(3) 
ぼ

拇指以外の１指を第２指関節（遠位指節間関節）以上で失ったとき --------   8％ 

(4) 
ぼ

拇指以外の１指の機能に著しい障害を残すとき --------------------------   5％ 

９．足指の障害 

(1) １足の第１足指を
し

趾関節（指節間関節）以上で失ったとき ----------------  10％ 

(2) １足の第１足指の機能に著しい障害を残すとき --------------------------   8％ 

(3) 第１足指以外の１足指を第２
し

趾関節（遠位指節間関節）以上で失った 

 とき -----------------------------------------------------------------   5％ 

(4) 第１足指以外の１足指の機能に著しい障害を残すとき --------------------   3％ 

10．その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき ------------------ 100％ 

（注１）第７号から第９号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をい

う。 

 

（注２）関節などの説明図 
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別表２（第７条第５項・第11条第５項関係） 

 

１．両眼が失明したとき 

２．両耳の聴力を全く失ったとき 

３．両腕（手関節以上をいう）を失ったときまたは両腕の３大関節中の２関節もしくは

３関節の機能を全く廃したとき 

４．両脚（足関節以上をいう）を失ったときまたは両脚の３大関節中の２関節もしくは

３関節の機能を全く廃したとき 

５．１腕を失ったかまたは３大関節中の２関節もしくは３関節の機能を全く廃し、かつ、

１脚を失ったかまたは３大関節中の２関節もしくは３関節の機能を全く廃したとき 

（注１）第３号および第４号の規定中「手関節」および「足関節」については別表１

（注２）の関節の説明図による。 

（注２）第３号および第４号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいう。 
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別表３（第８条第１項第２号および第12条第１項第２号関係） 

 

１．両眼の矯正視力が0.06以下になっていること 

２．
そ

咀しゃくまたは言語の機能を失っていること 

３．両耳の聴力を失っていること 

４．両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること 

５．１下肢の機能を失っていること 

６．胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られている

こと 

７．神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限ら

れていること 

８．その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限

られていること 

（注１）第４号の規定中「手関節」および「関節」については別表１（注２）の関節の

説明図による。 

（注２）第４号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいう。 

 

  



 

 14 

 

別表４（第８条第４項および第 12条第４項関係） 

 

 

対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

１．皮膚、皮下組織の手術（単なる皮膚縫合は除く） 

 (1) 植皮術（25 ㎝ 2未満は除き、
はんこんこうしゅく

瘢痕拘縮形成術を含む） 
２０ 

２．筋、
けん

腱、
けんしょう

腱鞘の手術 

 (1) 筋、
けん

腱、
けんしょう

腱鞘の観血手術 
１０ 

３．四肢関節、
じん

靭帯の手術（
ばってい

抜釘術を除く） 

 (1) 四肢関節観血手術、
じん

靭帯観血手術 
１０ 

４．四肢骨の手術（
ばってい

抜釘術を除く） 

 (1) 四肢骨観血手術 
１０ 

 (2) 骨移植術（四肢骨以外の骨を含む） ２０ 

５．四肢切断、離断、再接合の手術 

 (1) 手指、足指を含む四肢切断術、離断術（骨、関節の離断に伴うもの） 
２０ 

 (2) 手指、足指を含む切断四肢再接合術（骨、関節の離断に伴うもの） ２０ 

６．手足の手術 

 (1) 指移植手術 
４０ 

７．鎖骨、
けんこう

肩甲骨、
ろっ

肋骨、胸骨観血手術 １０ 

８．
せき

脊柱、骨盤の手術（
けい

頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含む） 

 (1) 
せき

脊柱・骨盤観血手術 
２０ 

９．頭
がい

蓋、脳の手術 

 (1) 頭
がい

蓋骨観血手術（鼻骨、鼻中隔を除く） 
２０ 

 (2) 頭
がい

蓋内観血手術（
せん

穿頭術を含む） ４０ 

10．
せきずい

脊髄、神経の手術 

 (1) 神経観血手術（形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、
ねん

捻除術） 
２０ 

 (2) 
せきずい

脊髄硬膜内外観血手術 ４０ 
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対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

11．涙
のう

嚢、涙管の手術 

 (1) 涙
のう

嚢摘出術 
１０ 

 (2) 涙
のう

嚢鼻腔
ふん

吻合術 １０ 

 (3) 涙小管形成術 １０ 

12．眼
けん

瞼、結膜、眼
か

窩、涙
せん

腺の手術 

 (1) 眼
けん

瞼下垂症手術 
１０ 

 (2) 結膜
のう

嚢形成術 １０ 

 (3) 眼
か

窩ブローアウト（吹抜け）骨折手術 ２０ 

 (4) 眼
か

窩骨折観血手術 ２０ 

 (5) 眼
か

窩内異物除去術 １０ 

13．眼球・眼筋の手術 

 (1) 眼球内異物摘出術 
２０ 

 (2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術 １０ 

 (3) 眼球摘出術 ４０ 

 (4) 眼球摘除及び組織又は義眼台充
てん

填術 ４０ 

 (5) 眼筋移植術 ２０ 

14．角膜・強膜の手術 

 (1) 角膜移植術 
２０ 

 (2) 強角膜
ろう

瘻孔閉鎖術 １０ 

 (3) 強膜移植術 ２０ 
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対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

15．ぶどう膜、眼房の手術 

 (1) 観血的前房・
こう

虹彩異物除去術 
１０ 

 (2) 
こう

虹彩
ゆ

癒着
はく

剥離術 １０ 

 (3) 緑内障観血手術（レーザーによる
こう

虹彩切除術は 13(2) に該当する） ２０ 

16．網膜の手術 

 (1) 網膜
はく

剥離症手術 
２０ 

 (2) 網膜光凝固術 ２０ 

 (3) 網膜冷凍凝固術 ２０ 

17．水晶体、
しょうし

硝子体の手術 

 (1) 白内障・水晶体観血手術 
２０ 

 (2) 
しょうし

硝子体観血手術 ２０ 

 (3) 
しょうし

硝子体異物除去術 ２０ 

18．外耳、中耳、内耳の手術 

 (1) 観血的鼓膜・鼓室形成術 
２０ 

 (2) 乳突洞解放術、乳突切開術 １０ 

 (3) 中耳根本手術 ２０ 

 (4) 内耳観血手術 ２０ 

19．鼻・副鼻腔の手術 

 (1) 鼻骨観血手術（鼻中隔
わん

弯曲症手術を除く） 
１０ 

 (2) 副鼻腔観血手術 ２０ 

20．
いん

咽頭、
へんとう

扁桃、
こう

喉頭、気管の手術 

 (1) 気管異物除去術（開胸術によるもの） 
４０ 

 (2) 
こう

喉頭形成術、気管形成術 ４０ 

21．内分泌器の手術 

 (1) 甲状
せん

腺、副甲状
せん

腺の手術 
２０ 
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対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

22．顔面骨、
がく

顎関節の手術 

 (1) 頬骨・上
がく

顎骨・下
がく

顎骨・
がく

顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うものは除

く） 

２０ 

23．胸部、食道、横隔膜の手術 

 (1) 胸
かく

郭形成術 
２０ 

 (2) 開胸術を伴う胸部手術、食道手術、横隔膜手術 ４０ 

 (3) 胸腔ドレナージ（持続的なドレナージをいう） １０ 

24．心、脈管の手術 

 (1) 観血的血管形成術（血液透析用シャント形成術を除く） 
２０ 

 (2) 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸または開腹術を伴うもの） ４０ 

 (3) 開心術 ４０ 

 (4) その他開胸術を伴うもの ４０ 

25．腹部の手術 

 (1) 開腹術を伴うもの 
４０ 

26．尿路系、副
じん

腎、男子性器、女子性器の手術 

 (1) 
じん

腎臓・
じん

腎
う

盂・尿管・
ぼうこう

膀胱観血手術（経尿道的操作は除く） 
４０ 

 (2) 尿道狭
さく

窄観血手術（経尿道的操作は除く） ２０ 

 (3) 尿
ろう

瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く） ２０ 

 (4) 陰茎切断術 ４０ 

 (5) 
こう

睾丸・副
こう

睾丸・精管・精索・精
のう

嚢・前立
せん

腺手術 ２０ 

 (6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術（人工妊娠中絶術、経
ちつ

腟操作を除く） ２０ 

 (7) 
ちつ

腟腸
ろう

瘻閉鎖術 ２０ 

 (8) 造
ちつ

腟術 ２０ 

 (9) 
ちつ

腟壁形成術 ２０ 
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対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

 (10)副
じん

腎摘出術 ４０ 

 (11)その他開腹術を伴うもの ４０ 

27．上記以外の手術 

 (1) 上記以外の開頭術 
４０ 

 (2) 上記以外の開胸術 ４０ 

 (3) 上記以外の開腹術 ４０ 

 (4) 上記以外の開心術 ４０ 

 (5) ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・
いん

咽頭・
こう

喉頭・胸・腹部臓器手術（検査、処置は除く） 
１０ 

 

（注）上表の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患

部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいう。 
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別表５（第 16 条関係） 

補償金・見舞金請求書類 

 

                 補償金・見舞金種類 

 

 提出書類 

死 

亡 

障 

害 

後 

遺 

傷
害
手
術 

・ 
入 
院 

通 

院 

１．補償金・見舞金請求書 ○ ○ ○ ○ 

２．日本スポーツ協会の定める傷害状況報告書 ○ ○ ○ ○ 

３．公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証

明書 
○ ○ ○ ○ 

４．死亡診断書または死体検案書 ○    

５．後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容証明す

る医師の診断書 
 ○ ○ ○ 

６．入院日数または通院日数を記載した病院または診療所

の証明書類 
  ○ ○ 

７．死亡補償金受取人・死亡見舞金人の印鑑証明書 ○    

８．給付対象者の印鑑証明書  ○ ○ ○ 

９．給付対象者の戸籍謄本 ○    

 

（注１）補償金または見舞金を請求するときには、○を付した書類のうち日本スポーツ

協会が求めるものを提出しなければならない。 

（注２）入院・手術・通院には熱中症によるものを含みます。 

 



 

 

 

 

 
 

国民スポーツ大会参加者
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国民スポーツ大会参加者傷害補償制度のあらまし 

 

（１）補償対象者及び傷害補償金・共済見舞金 

①補償対象者 

●選手及び監督 

国民スポーツ大会において実施される正式競技種目のブロック大会、本大

会・冬季大会及び特別競技種目の本大会における競技に参加する選手及び監

督 

 

●選手団本部役員 

ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成される都道府県選手団本部

役員（顧問を含む） 

 

●視察員 

ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、各都道府県の視察員

名簿に記載される者 

 

●その他選手団役員 

ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、選手団本部役員以外

に各都道府県の選手団名簿に記載される者 

※選手団名簿に記載されておらず、都道府県競技団体が独自で派遣する者は

対象外。 

 

②傷害補償金・共済見舞金 

傷害 

補償金 

死亡・後遺障害補償金 ３，０００万円  

入院補償金（1 日につき） ３，６００円 180 日限度 

通院補償金（1 日につき） ２，４００円 90 日限度 

共済 

見舞金 

疾病・傷害による 

死亡・後遺障害 
２００万円  

熱中症

見舞金 

熱中症による入院 ３，６００円 180 日限度 

熱中症による通院 ２，４００円 90 日限度 

 

（２）補償期間（国民スポーツ大会活動） 

※国民スポーツ大会傷害補償制度給付規定 第 4 条 

①ブロック大会参加中 

公益財団法人日本スポーツ協会（以下「当協会」という。）及び各都道府県体

育・スポーツ協会（以下「都道府県スポーツ協会」という。）が主催する「国民

スポーツ大会ブロック大会」に参加するために自宅を出発してから自宅に帰る

までの間。ただし、各ブロック大会開会式、公式練習または各競技開始日のい

ずれか早い日の 2 日前から大会終了日の翌日までの間に限る。 

 

②本大会・冬季大会参加中 

当協会が主催する「国民スポーツ大会（本大会・冬季大会）」に参加するために

自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。ただし、各大会開会式（開始式）ま

たは公式練習のいずれか早い日の 2 日前から大会終了日の翌日までの間に限る。 
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③その他 

各都道府県スポーツ協会または各都道府県競技団体が主催または共催する、結

団式または解団式に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。 

 

※１ 「国民スポーツ大会活動」には、「ブロック大会、本大会・冬季大会に向

けての強化練習または強化合宿」は含まない。 

※２ 本制度からの傷害補償金・共済見舞金は、生命保険、労災保険、健康保

険、その他の傷害保険からの保険金や加害者からの賠償金などとは関係な

く重複して支払われる。 

※３ 棄権・交代の取扱い 

  ・棄権…補償期間①～③いずれかの活動に参加している場合は、参加者数

に含める。 

  ・交代…交代前・交代後の各選手が、補償期間①～③いずれかの活動に参

加した場合は、それぞれ参加者数に含める。 
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国民スポーツ大会参加者傷害補償制度について（趣旨） 

 

 

１．国民スポーツ大会（国スポ）は広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神

を高揚して、健康増進と体力の向上をはかり、あわせて地方スポーツと地方文化

の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにしようとする、国民のスポ

ーツの祭典である。 

その門戸は国民に大きく開放されており、一定の資格要件を満たせば、誰でも国

スポに参加できる。 

 

２．当協会は、この趣旨を一層発展させるため、文部省（当時）等との緊密な連携の

もとに、昭和54年に国スポ（令和５年までは、国体／国民体育大会）の将来構想

を策定した。その骨格は、従来の市町村、都道府県及びブロックの各段階の予選

会を拡大強化し、これに本大会・冬季大会を含めたもの全体を国民スポーツ大会

と総称するというものである。 

これは市町村地域における予選会を根幹とし、これに勝ち抜いた者をもって都道

府県予選会を実施、さらに都道府県予選会の勝者をもってブロック予選会を実施

し、本大会・冬季大会はその代表が競う場とする、という、いわゆる積み上げ方

式による国民総参加の国スポを目指したものである。 

 

３．国スポ参加者傷害補償制度は、この国スポのあり方を支える一環として国スポ参

加者の相互扶助の精神にもとづき制定されたものである。本制度は、国スポの総

括責任者としての当協会と、選手を派遣する立場にある都道府県スポーツ協会が、

国スポ参加者の傷害事故等に備え、社会的責任体制を整えるために制定し、都道

府県予選会・ブロック予選会・本大会に参加する者を補償対象として昭和５６年

よりスタートした。 

平成２１年度からは、都道府県予選会の実施形態や代表選考方法が多様化し、国ス

ポ都道府県予選会の参加対象者の明確化が困難となっている現状を踏まえ、補償対

象大会を、都道府県予選会を経てその代表が競う場であるブロック予選会及び本大

会（冬季大会含む）に改め、本制度を運営していくこととした。 
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国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の概要 
 

【１】目的 

当協会が国民スポーツ大会活動の参加者に対して、補償金を給付することによ

り、当協会及び各都道府県スポーツ協会の社会的責任体制を整えるとともに、

相互扶助の精神に基づく参加者の傷害補償制度として国民スポーツの発展に資

することを目的とする。 

 

【２】補償対象者 

① 国民スポーツ大会において実施される正式競技種目のブロック大会、本大会・

冬季大会及び特別競技種目の本大会における競技に参加する選手及び監督 

② ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成される都道府県選手団本部役

員（顧問を含む） 

③ ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、各都道府県の視察員名

簿に記載される者 

④ ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、選手団本部役員以外に

各都道府県の選手団名簿に記載される者 

 ※選手団名簿に記載されておらず、都道府県競技団体が独自で派遣する者は対

象外。 

 

【３】補償対象となる競技 

国民スポーツ大会実施競技（正式競技・特別競技） 

 

【４】補償期間 

（１）ブロック大会参加中 

当協会及び各都道府県スポーツ協会が主催する「国民スポーツ大会ブロック大

会」に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。ただし、各ブ

ロック大会開会式、公式練習または各競技開始日のいずれか早い日の 2 日前か

ら大会終了日の翌日までの間に限る。 

（２）本大会・冬季大会参加中 

当協会が主催する「国民スポーツ大会（本大会・冬季大会）」に参加するために

自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。ただし、開会式（開始式）または公

式練習のいずれか早い日の 2 日前から大会終了日の翌日までの間に限る。 

（３）その他 

各都道府県スポーツ協会または各都道府県競技団体が主催または共催する、結

団式または解団式に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。 

※１ 「国民スポーツ大会活動」には、「ブロック大会、本大会・冬季大会に向

けての強化練習または強化合宿」は含まない。 

※２ 本制度からの傷害補償金・共済見舞金は、生命保険、労災保険、健康保

険、その他の傷害保険からの保険金や加害者からの賠償金などとは関係な

く重複して支払われる。 

※３ 棄権・交代の取扱い 

  ・棄権…補償期間①～③いずれかの活動に参加している場合は、参加者数

に含める。 

・交代…交代前・交代後の各選手が、補償期間①～③いずれかの活動に参

加した場合は、それぞれ参加者数に含める。 
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【５】傷害補償金の内容 

（１）死亡補償金 

補償対象者が補償対象に定める傷害を被り、その直接の結果として、事故発生

日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合、３，０００万円を支払う。 

（２）後遺障害補償金 

補償対象者が補償対象に定める傷害を被り、その直接の結果として、事故発生

日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害（身体に残された将来において

も回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因

となった傷害がなおった後のものをいう。以下同様とする。）が生じたときは、

３，０００万円に別表１（２０頁参照）の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺

障害補償金として補償対象者に支払う。 

たとえば、 

○身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき ----------  3,000万円 

○両眼が失明したとき --------------------------------------  3,000万円 

○両耳の聴力を全く失ったとき ------------------------------  2,400万円 

○１腕または１脚を失ったとき ------------------------------  1,800万円 

○脊
せき

柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき ----------  1,200万円 

○１手の拇
ぼ

指を指関節（指節間関節）以上で失ったとき ----------  600万円 

○１足の第１足指を趾
し

関節（指節間関節）以上で失ったとき ------  300万円 

○外貌
ぼう

に醜状（顔面においては直径２㎝の瘢痕
はんこん

、長さ３㎝の線状痕
こん

程度 

をいう）を残すとき -----------------------------------------  90万円 

 

Q１．傷害とはどのようなものをいうのか？ 

Ａ１．いわゆる「ケガ」をいい、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被っ

た傷害が対象となる。傷害補償金では病気は対象とならない。ただし、身

体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸収し急激に生ずる

中毒は対象とする。（細菌性中毒は対象とならない。） 

（例） 

①補償対象となる傷害事故 

●アキレス腱断裂、骨折、捻挫、脱臼、打撲、きりきず 等 

●競技中に急激かつ偶然な外来の事故によって、歯が欠けてしまった場合、治

療のために歯科に通った日数に応じ、通院補償金が支払われる。（ただし、治

療に該当しない義歯は支払い対象とならない。） 

②対象とならない事故 

急性心不全（心臓マヒ）、野球肩、テニス肘、しもやけ、靴ずれ、風邪などの

病気 等 

（注）急性心不全とは、原因不明の心臓の不具合状況をいい、運動中に急性心

不全（心臓マヒ）を起こしたような場合でも、一般的には徐々に心臓に負

担がかかり心機能が働かなくなったためか、何らかの心臓疾患（形成不全

等）によって生じるものが多いと考えられる。これらの場合は、急激性や

外来性に欠けるため、この補償制度の対象とはならない。 

※共済見舞金については、急性心不全等の定められた疾病による死亡また

は後遺障害について対象としている。なお、疾病については Q１０で明

記。 

 

Ｑ２．補償対象者が他の保険等に加入している場合、本制度との関係は？ 

Ａ２．本制度からの傷害補償金・共済見舞金は、生命保険、労災保険、健康保険、

その他の傷害保険からの保険金や、加害者からの賠償金などとは関係なく
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重複して支払われる。 

 

Ｑ３．傷害補償金は誰に支払うのか？ 

Ａ３．死亡補償金は、補償対象者の法定相続人に支払う。死亡補償金受取人が２

名以上であるときは、当協会は、法定相続分の割合により死亡補償金を補

償対象者の法定相続人に支払う。死亡補償金以外の場合には、補償対象者

本人に支払う。 

 

Ｑ４．死亡補償金、後遺障害補償金、入院補償金、通院補償金は重複して支払わ

れるか？ 

Ａ４．次のとおり支払われる。 

①死亡補償金＋後遺障害補償金 ·····················死亡・後遺障害補償金額限度 

②死亡補償金＋入院補償金＋通院補償金 ·········補償金合計額 

③後遺障害補償金＋入院補償金＋通院補償金 ···合計額 

※ 入院補償金が支払われる期間中の通院に対しては通院補償金を支払わ

ない。 

 

（３）入院補償金 

補償対象者が補償対象に定める傷害を被り、その直接の結果として、平常の業

務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の①②のいずれ

かに該当した場合は、その期間に対し、１８０日を限度として、１日につき３，

６００円を入院補償金として補償対象者に支払う。 

①入院（医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、

病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することを

いう。）した場合 

②自宅療養の場合でも次のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合 

⚫ 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること 

⚫ 咀
そ

しゃくまたは言語の機能を失っていること 

⚫ 両耳の聴力を失っていること 

⚫ 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること 

⚫ １下肢の機能を失っていること 

⚫ 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限ら

れていること 

⚫ 神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動

作に限られていること 

⚫ その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居

動作に限られていること 

 

Ｑ５．入院及び通院補償金は、治療費の実費が支払われるのか？ 

Ａ５．実費ではなく、定額払いである。 

 

（手術補償金） 

入院補償金が支払われる場合で、補償対象者が事故の日からその日を含めて 

１８０日以内に病院または診療所において、入院補償金を支払うべき傷害の治

療を直接の目的として別表２（２１頁参照）に掲げる手術を受けたときは、入

院補償金日額に手術の種類に応じて別表２に掲げる倍率（10 倍、20 倍、40

倍／１事故に基づく傷害に対して同時に２以上の手術を受けた場合は、そのう

ち最も高い倍率）を乗じた額を、傷害手術補償金として補償対象者に支払う。

ただし、１事故に基づく傷害について、１回の手術に限る。 
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Ｑ６．手術補償金が支払われる具体例は？ 

Ａ６．手術補償金は、入院補償金が支払われる場合で、そのケガの治療のために

事故の日から１８０日以内に手術を受けた場合に、入院補償金に上乗せし

て支払われる。 

(例)靭帯を切断し、手術を受けた場合 

３，６００円×１０倍＝３６，０００円（＝手術補償金） 
（※２１頁別表２「手術補償金対象一覧」３（１）に該当します。） 

 

（４）通院補償金 

補償対象者が補償対象に定める傷害を被り、その直接の結果として、平常の業

務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院（医師による治

療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること

＜往診を含む。＞をいう。以下本条において同様とする。）した場合は、その日

数に対し、９０日を限度として、１日につき、２，４００円を通院補償金とし

て補償対象者に支払う。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活

に支障がない程度に傷害が治癒したとき以降の通院に対しては、通院補償金を

支払わない。補償対象者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った

部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の

業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと当協会が認めた

ときは、その日数に対し、通院補償金を支払う。 

※事故の日から１８０日を経過した後の通院に対しては、通院補償金は支払

わない。 

また、入院補償金が支払われる期間中の通院に対しては、重ねては通院補

償金は支払わない。 

 

Ｑ７．通院補償金説明中の「ただし、平常の業務に従事することまたは平常の

生活に支障がない程度に傷害が治癒したとき以降の通院」とは？ 

Ａ７．このような例として、次のような通院が考えられる。 

①診断書を取りにいくための通院 

②治癒を確認する程度の意味しかない通院 

 

Ｑ８．同じく通院しない場合の「著しい支障」とは？ 

Ａ８．「著しい支障」があると認められる例 

⚫ 大腿骨を骨折しギプスにより固定したため、平常の生活に著しい

支障がある場合。 

「著しい支障」とは認められない例 

⚫ 右腕を負傷したが、医者にもらった塗り薬を塗るだけで、通学・

通勤の支障は小さく、日常生活のうえでも着衣、脱衣と入浴に不

便が生じた程度 

 

Ｑ９．「医師の治療を受けた場合」とあるが、柔道整復師（接骨院、整骨院）、

針、灸、マッサージで治療を受けた場合はどうなるか？ 

Ａ９．柔道整復師（接骨院、整骨院等）による治療の場合、治療日数の認定にあ

たっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比

較などを行い、総合的に判断したうえで支払いを行うこととする。また、

針、灸、マッサージなどの医療類似行為については、外科医師などの指示

による治療以外は支払いの対象にはならない。 
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【６】共済見舞金の内容 

（１）死亡見舞金 

補償対象者が補償対象に定める傷害または疾病を被り、その直接の結果とし

て、事故発生日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合、２００万

円を死亡見舞金として補償対象者の法定相続人に支払う。 

（２）後遺障害見舞金 

補償対象者が補償対象に定める傷害または疾病を被り、その直接の結果とし

て、事故発生日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害（身体に残され

た将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、

かつ、その原因となった傷害または疾病がなおった後のものをいう。以下同

様とする。）が生じたときは、２００万円に別表１（２０頁参照）の各号に掲

げる割合を乗じた額（６万円～２００万円）を後遺障害見舞金として補償対

象者に支払う。 

 

Ｑ１０．疾病とはどのようなものをいうのか? 

Ａ１０．国スポ参加に起因する急性虚血性心疾患（心筋梗塞）・急性心不全等の心

臓疾患、くも膜下出血・脳内出血等の急性脳疾患、低体温症、脱水症、

熱中症、細菌性食物中毒及びウィルス性食物中毒をいう。 

 

Ｑ１１．熱中症とはどのようなものをいうのか?  

A１１．急激、かつ外来による日射または熱射によって、その身体に障害を被っ

た場合のことをいう。 

 

（３）熱中症見舞金（入院、手術、通院） 

補償対象者が補償対象に定める熱中症により、入院、手術、通院を伴った場

合には、以下の見舞金を補償対象者に支払う。 

①入院 

補償対象者が補償対象に定める熱中症を被り、その直接の結果として、平常

の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の１）、２）

のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、１８０日を限度として、１

日につき３，６００円を入院見舞金として補償対象者に支払う。 

１）入院（医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なた

め、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること

をいう。）した場合 

２）自宅療養の場合でも次のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場

合 

⚫ 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること 

⚫ 咀
そ

しゃくまたは言語の機能を失っていること 

⚫ 両耳の聴力を失っていること 

⚫ 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること 

⚫ １下肢の機能を失っていること 

⚫ 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限ら

れていること 

⚫ 神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動

作に限られていること 

⚫ その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居

動作に限られていること 
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②手術 

入院見舞金が支払われる場合で、補償対象者が事故の日からその日を含めて

１８０日以内に病院または診療所において、入院補償金を支払うべき傷害の

治療を直接の目的として別表２（２１頁参照）に掲げる手術を受けたときは、

入院見舞金日額に手術の種類に応じて別表２に掲げる倍率（10 倍、20 倍、

40 倍／１事故に基づく傷害に対して同時に２以上の手術を受けた場合は、

そのうち最も高い倍率）を乗じた額を、傷害手術補償金として補償対象者に

支払う。ただし、１事故に基づく傷害について、１回の手術に限る。 

③通院 

補償対象者が補償対象に定める熱中症を被り、その直接の結果として、平常

の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院（医師に

よる治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受

けること＜往診を含む。＞をいう。）した場合は、その日数に対し、９０日を

限度として、１日につき、２，４００円を通院見舞金として補償対象者に支

払う。 

 

【７】補償の対象とならない主な事故 

（１）傷害補償金、共済見舞金共通 

○補償対象者、死亡補償金受取人または死亡見舞金受取人の故意による事故 

○補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 

○地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに

類似の事変または暴動（当協会給付規定においては、群衆または多数の者

の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治

安維持上重大な事態と認められる状態をいう。） 

○核燃料（使用済燃料を含む。以下同様とする。）もしくは核燃料物質によっ

て汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）の放射性、爆発性その他の有

害な特性またはこれらの特性による事故 

○放射線照射または放射能汚染 など 

（２）傷害補償金 

○補償対象者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令による

ものをいう。）を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへ

ん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故 

○補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。 

○補償対象者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療措置。

ただし、当協会が補償金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限り

ではない。 

○補償対象者に対する刑の執行 

○原因のいかんを問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛

で他覚症状のないもの。 など 

（３）疾病（共済見舞金） 

○補償対象者の妊娠、出産、早産または流産 

○補償対象者の性病、泥酔または精神障害 

○補償対象者による麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用 

○国民体育大会活動参加前にすでに症状が発生している疾病 

○本制度にて定められているもの以外の疾病 など 
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Ｑ１２．闘争行為の意味は？ 

Ａ１２．闘争行為とは、いわゆる「ケンカ」のことをいうものであり、当然のこ

とながら、ボクシング、柔道等ルールに則った行為を指すものではない。 

 

Ｑ１３．「他覚症状のない」とはどういう意味か？ 

Ａ１３．いわゆるむち打ち症や腰痛の場合、レントゲン検査、脊髄造影術、椎間

板造影術等であきらかにむち打ち症や腰痛として覚知できる症状がない

ものは補償の対象とならない。 

 

【８】事務手続き 

（１）報告手続き等 

都道府県スポーツ協会は、本大会終了後、ブロック大会及び本大会参加実

人数（注）を当協会に所定の様式にて報告する。なお、参加実人数を報告す

る際、参加者名簿も都道府県体育協会に準備をしておく（当協会へは提出

依頼のあった場合に提出する）。 

（注）参加延べ人数ではなく、実人数の報告とする。 

（注）同一人物が第７８回本大会及び第７９回冬季大会に参加した場合は

「１人」とカウントする。 

       例）第７８回本大会（佐賀県）のブロック大会及び本大会、第７９回

冬季大会（岡山県・群馬県・秋田県）のブロック大会及び本大会

全て、参加した場合も「１人」とカウントする。 

 

（２）傷害補償金及び共済見舞金の請求手続き 

①国スポ事故報告書の提出 

補償対象者は事故の日からその日を含めて３０日以内に都道府県スポーツ

協会を通じて当協会へ所定の事故報告書を提出する。 

②審査及び請求書類の送付 

提出された事故報告書を審査し、傷害補償または共済見舞金の対象になら

ない者については、その旨を都道府県スポーツ協会へ連絡する。また、こ

の補償制度の対象である傷害事故者には、補償金請求書類を送付する。 

③補償金・見舞金請求書等の返送 

補償金請求者は、所要事項を記入し、当協会（または当協会の指定先）へ

送付する。但し、事故の日からその日を含めて１８０日が支払いの限度と

なる為、１８０日を超えても請求がない場合は、請求を放棄したものとす

る。 

④補償金・見舞金の振込み 

傷害事故者本人の指定口座へ補償金を振り込む。なお、年度毎に、都道府

県スポーツ協会へ傷害事故者等への補償金給付実績について、当協会より

連絡する。 

 

【9】個人情報の取り扱い 

（１）日本スポーツ協会は、傷害補償金及び共催見舞金の請求手続きにかかり提出

される個人情報を、事故内容の確認・審査、保証金・見舞金の振込み、事務

連絡等を目的に利用する。 

（２）日本スポーツ協会は、上記の目的のために、都道府県スポーツ協会、医療機

関、業務委託先に個人情報を提供し、またはこれらの者から提供を受けるこ

とがある。 

（３）日本スポーツ協会の個人情報保護方針は、以下の URL を確認すること。 

https://www.japan-sports.or.jp/privacy/policy.html 

https://www.japan-sports.or.jp/privacy/policy.html
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国民スポーツ大会参加者傷害補償制度実施事務の流れ 
 

都 道 府 県 体 育 ・ ス ポ ー ツ 協 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会 

 

  

①参加者実数報告依頼 

［5 月末］ 

 

②各季大会参加者数報告 

③制度負担金納入 

［本大会：10 月末日まで］ 

［冬季大会：2 月末日まで］ 
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【第　国民スポーツ大会】

うち本大会参加者数

① ② ③ ④

1 陸上競技

2 水泳

3 サッカー

4 テニス

5 ローイング

6 ホッケー

7 バレーボール

8 体操

9 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

10 レスリング

11 セーリング

12 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

13 ハンドボール

14 自転車

15 ソフトテニス

16 卓球

17 軟式野球

18 相撲

19 馬術

20 フェンシング

21 柔道

22 ソフトボール

23 バドミントン

24 弓道

25 ライフル射撃

26 剣道

27 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

28 スポーツクライミング

29 カヌー

30 アーチェリー

31 空手道

32 銃剣道

33 クレー射撃

34 なぎなた

35 ボウリング

36 ゴルフ

37 トライアスロン

38 高校野球

39 本部役員（含顧問）

40 視察員

41 その他選手団役員

①＋③=④合計参加者実数

○下記事項をよく読んでから記入して下さい。

１．ブロック大会

　　各競技別にブロック大会参加者数を「①の列」に記載してください。

２．本大会

　　ブロック大会から参加し、本大会に参加する者を「②の列」に記載してください。

　　ブロック大会に参加せず、本大会に参加する者は、「③の列」に記載してください。

　　(注)①～③のいずれの人数も延べ人数ではなく実人数を記載してください。

上記の通り報告します。

　　　   年     月      日

　　　　　　会　　長
　　　　　　または

　　　　　　代表理事
　　　　　　　　　　　

記載責任者    
　　　　　　　　　　　　　　協会

本大会のみ参加者数 合計参加者実数
競技名

合  計

ブ ロ ッ ク 大 会 参 加 者 数

制度負担金納入額

＠1000×④

　　2024年度国民スポーツ大会傷害補償制度参加者数報告書（例）
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【第　国民スポーツ大会】

うち本大会参加者数

① ② ③ ④

1 スケート

2 アイスホッケー

3 スキー

4 本部役員（含顧問）

5 視察員

6 その他選手団役員

①＋③=④合計参加者実数

○下記事項をよく読んでから記入して下さい。

１．ブロック大会

　　各競技別にブロック大会参加者数を「①の列」に記載してください。

２．本大会

　　ブロック大会から参加し、本大会に参加する者を「②の列」に記載してください。

　　ブロック大会に参加せず、本大会に参加する者は、「③の列」に記載してください。

　　(注)①～③のいずれの人数も延べ人数ではなく実人数を記載してください。

上記の通り報告します。

　　　   年     月      日

　　　　　　会　　長
　　　　　　または

　　　　　　代表理事
　　　　　　　　　　　

記載責任者    
　　　　　　

　　2024年度国民スポーツ大会冬季大会傷害補償制度参加者数報告書（例）

　　　　　　　　協会

本大会のみ参加者数 合計参加者実数
競技名

合  計

ブ ロ ッ ク 大 会 参 加 者 数

制度負担金納入額

＠1000×④
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傷害補償金・共済見舞金 給付の流れ 

 

参加者本人（傷害補償金及び共済見舞金対象者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会 

 

（注）診断書に関する注意事項 

１．診断書は完治してから提出することを基本とする。 

２．診断書については、補償金・見舞金の額が30万円以内の場合、医師の診断書は不

要であり、診療状況申告書に自筆で記入可。（ただし、診察券のコピーを添付のこ

と） 

３．最初の病院（あるいは医院）で１～２日の応急手当を受けた後で他の病院へ移る

場合、最初の病院での診断書は診察券または領収証をもってかえることができる。 

（注）傷害補償金・共済見舞金請求書類の提出期限に関する注意事項 

事故の日からその日を含めて１８０日が支払いの限度となる為、180日を超えた

場合はすみやかに請求してください。 

➀国スポ事故報告書

の提出 

②国スポ事故報告書

の提出（事故の日

から 30 日以内） 

③傷害補償金・

共済見舞金支

給対象可否の

連絡（②受領

後約２週間程

度） 

※支給対象とな

らない場合の

み連絡 

④傷害補償金・共済見

舞金請求書類の送付 
 

○補償金等請求用紙 

 ○診断書用紙／診断

状況申告書用紙 

 ○同意書用紙 

⑤傷害補償金・共済見

舞金請求書類返送 
 

○補償金等請求書 

○診断書／診断状況 

申告書 (完治後) 

 ○同意書 

⑦傷害・共済

見舞金の支

払金額等連

絡(年度毎) 

⑥傷害補償金・共済

見舞金送金（本人

指定口座へ振込） 

都道府県体育・スポーツ協会 

※業務委託先 

MSK 保険センター 
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国スポ事故報告書（様式） 

国 ス ポ 事 故 報 告 書 

大会 第  回 (国民スポーツ大会・冬季大会) 
 

該当するものに○印 
 

ブロック大会 本大会 

大 会 期 間   年  月  日 から   年  月  日まで 

自 宅 住 所 

〒 

 

 

TEL  自 宅   勤務先   携帯  ：   （    ） 
（※日中ご連絡のつく電話番号をご記入ください。） 

メールアドレス：  

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  生年月日（西暦） 

氏 名  年  月  日生 

出場競技等の区分 競技 

事 故 発 生 場 所  

事 故 発 生 日 時   年  月  日  午前・午後  時   分頃 

事故の原因・状況 

（ｹｶﾞの部位も記入） 
 

負 傷 後 の 処 置  

傷 病 名  

全 治 見 込 日 数 日（入院    日、通院    日） 

下記内容を確認のうえ、□に✔を記入してください  

☐  

「国民スポーツ大会参加者傷害補償制度-2024 年度版」内の

「【9】個人情報の取り扱い」のとおり取り扱われることについ

て本人の同意を確認しました。 
 

上記のとおり報告します。 

     年   月   日 

              協会 

会  長 
または   

代表理事               

 担 当 者              

 

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会  御中

【個人情報の取扱いに関する同意】 

貴協会が、本報告に関する私の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で、取得・利用・提供することに同意します。 

○ 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の履行のために、関係者（医療機関等）、業務委託先、その他必要な関係先に対して提供

を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。 
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国スポ事故報告書（様式） 

国 ス ポ 事 故 報 告 書 

大会 第○回 (国民スポーツ大会・冬季大会) 
 

該当するものに○印 
 

 

ブロック大会 本大会 

大 会 期 間  2024 年５月２０日  から  2024 年５月２１日まで 

自 宅 住 所 

〒０００－００００ 

東京都新宿区霞ヶ丘町 ○－○－○ 

TEL  自 宅   勤務先   携帯  ： ○○○ （××××） △△△△ 
（※日中ご連絡のつく電話番号をご記入ください。） 

メールアドレス： ○○○＠△△ 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ コクスポ タロウ 生年月日（西暦） 

氏 名 国スポ 太郎 2000 年 ４月２０日生 

出場競技等の区分 バスケットボール      競技 

事 故 発 生 場 所 ○○○県△△△市 ×××体育館内 

事 故 発 生 日 時 2024 年 5 月 20 日  午前・午後 ２時 ３０分頃 

事故の原因・状況 

（ｹｶﾞの部位も記入） 

競技中、リバウンドをとるためジャンプし、着地時に相手選手の

足が右足首に強くあたり、右足アキレス腱断裂となる。 

負 傷 後 の 処 置 大会本部で応急手当を受け病院へ搬送 

傷 病 名 右足アキレス腱断裂 

全 治 見 込 日 数 ○○日（入院 △△日、通院 ××日） 

下記内容を確認のうえ、□に✔を記入してください  

  

「国民スポーツ大会参加者傷害補償制度-2024 年度版」内の

「【9】個人情報の取り扱い」のとおり取り扱われることについ

て、本人の同意を確認しました。 

 

上記のとおり報告します。 

   2024 年  ５月 ２５日 

 ○○ 県 スポーツ協会 

会  長 
または   

代表理事   △△ ××      

 
担 当 者   国スポ 花子      

 

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会  御中 

 

記入例 

【個人情報の取扱いに関する同意】 

貴協会が、本報告に関する私の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で、取得・利用・提供することに同意します。 

○ 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の履行のために、関係者（医療機関等）、業務委託先、その他必要な関係先に対して提供

を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。 
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公益財団法人日本スポーツ協会 御中 
 

下記事故について関係書類を添付のうえ傷害補償金・共済見舞金を請求します。 

（下記項目を確認のうえ、□に✔を記入してください） 

☐  
本請求に関する個人情報（診断書または診療状況申告書の内容を含む）について、「国民スポーツ大会参加者傷害補

償制度-2024年度版」内の「【9】個人情報の取り扱い」のとおり取り扱われることに同意します。 

☐  
傷害補償金・共済見舞金は下記指定の口座に振り込んでください。口座への振込をもって傷害補償金・共済見舞金を

受領したものと認めます。 

 

●補償対象者（おケガ・ご病気になられた方） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
 生年月日・性別 

西暦  年  月  日 

 男 ・ 女  
職業  

氏 名 

 請求者に同じ  
補償対象者との

関係 

本 人 ・ 配 偶 者 ・ 子 供 ・ そ の 他

（     ） 
 

●事故の内容・発病から現在に至るまでの経過 

（１）ケガの場合 

事故日時    年   月   日  午前 ・ 午後    時    分頃 

事故場所        都道府県       市区郡        区町村      

事故状況 

（具体的に 

ご記入くだ 

さい） 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

（２）病気の場合 

病      名  発   病   日 年   月   日 
今回のご病気で初め

て病院に行かれた日 年   月   日 
今回のご病気で初

めて入院された日 年   月   日 

発病時の症状及

びその後の経過 

                                         

                                         

                                                  
 

●傷害補償金・共済見舞金振込口座（※郵便局はご利用いただけません） 

お振込先 

金融機関 

口座番号 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

(   ) 

 

 

支店 

預金種類 口 座 番 号 
 

普通・総合 当 座 

貯 蓄 

       

口座名義 
（ｶﾀｶﾅでご記入

ください） 

                      

                      

 

請 求 日    年   月   日  

請 
 

求 
 

者 

住 所 

〒 ※日中ご連絡のつく電話番号 

   自 宅   勤務先   携帯    

   （   ） 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  
 

補償対象者との関係 

氏 名  

１ 本人   ２ 親権者 

３ 受任者   

４ その他（       ） 

【個人情報の取扱いに関する同意】 

貴協会が、本請求に関する私の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で、取得・利用・提供することに同意します。 

○ 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の履行のために、関係者（医療機関、事故の当事者等）、業務委託先、その他必要な関

係先に対して提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。 

 

印 
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  カルテＮｏ． 

傷病者 

住所 

 
１ 健  保   ３ 労  保    ５ そ の 他  

２ 国  保   ４ 自  費     （      ） 

氏名 職  業  

男・女  昭 ・ 平    年    月    日生（   才）  

傷病名及び受傷部位・態様 

初診日 年      月      日 発病日または受傷日 年     月     日 

発病及び受傷の原因（傷病者申告の内容を詳細にご記入下さい。） 
 

 

 

 

 

初診から現在までの主要症状並びに治療内容 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
むち打ち症・腰痛の場合の他覚症状（レントゲン・脳波・筋電図など器質的変化）

の有無、検査結果 

Ｘ 線 異常  無 ・ 有 （               ）   

その他 異常  無 ・ 有 （               ） 

 
イ 上記傷害と併行して行った傷病治療の 無 ・ 有  

 （ 有 の場合の傷病名：                 ） 

ロ 既往症の 無 ・ 有  

 （ 有 の場合の傷病名：                 ） 

  発生時期（   年   月頃） 

ハ イ、ロが今回事故の傷病治療期間に及ぼす影響 

 （                            ） 

今回の傷病に関して実施した手術（該当する項目に○印をつけてください） 
手 術 名 

 

手術の種類：  開頭術   開胸術   開腹術   その他  

・筋骨関係手術の場合（ 観血   非観血 ） ・ 植皮術の場合（25㎝2以上 25㎝２未

満） 
手 術 日 年    月    日 

入院治療     日間（うち外泊日数       日） 

年   月   日 ～   年   月   日 

実通院治療日（○印をつけてください） 

 

月 

1    2   3    4   5   6    7   8    9  10  11  12  13  14  15 
計 

 

 

日 通院治療     日間（うち治療実日数       日） 

年   月   日 ～   年   月   日 

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

 

月 

1    2   3    4   5   6    7   8    9  10  11  12  13  14  15 
計 

 

 

日 

固定具使用の場合 

固定器具           使 用 期 間 

（          ）（  年  月  日～  年  月  日） 

（          ）（  年  月  日～  年  月  日） 

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

 

月 

1    2   3    4   5   6    7   8    9  10  11  12  13  14  15 
計 

 

 

日 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

 

月 

1    2   3    4   5   6    7   8    9  10  11  12  13  14  15 
計 

 

 

日 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

医学的に通勤・通学・就業が全く不可能と判断される期間 

年   月   日 ～   年   月   日 

 

月 

1    2   3    4   5   6    7   8    9  10  11  12  13  14  15 
計 

 

 

日 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

 年   月   日  治癒   継続   中止   転医  
 

月 

1    2   3    4   5   6    7   8    9  10  11  12  13  14  15 
計 

 

 

日 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
  
後遺障害の 有 ・ 無 （有の場合その内容） 

 

上記後遺障害の軽減の 有 ・ 無  

なお後遺障害詳細内容については別添後遺障害診断書のとおり。 
 

上記の通り診断いたします。 

年  月  日  所 在 地                            

         病 院 名                TEL          

         医師氏名                                                 印    

診 断 書 
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申告者 

受傷者が未成年者の場合は、親権者 

                          印 
おけがを 

された日    年   月   日 

おけがをさ

れた方(補償

対象者) 

 
申告者に同じ          昭和    年   月   日生 

                        平成                （男・女） 
年   月   日 

 治癒 ・ 治療継続中 ・ 転医 ・ 中止  

お け が を

さ れ た 体

の部位 

 

 頭 ・ 顔 ・ 眼 ・ 歯 ・ 首 ・ 肩 （ 右 ・ 左 ）腕＜手指以外＞  

 胸 ・ 腹 ・ 脊柱 ・ 腰 ・ 臀部   （ 右 ・ 左 ）足＜足指以外＞ 

お け が の

状   態 

打   撲  切 り 傷  す り 傷  捻   挫  じん帯損傷 

骨   折  脱   臼  火   傷 （その他の場合傷病名            ）   

 
縫合の有無（有・無） 

キズの大きさ 

針

（  cm） 

ｷﾞﾌﾟｽ等の

固定具使

用の有無 

 

有  

・ 

無 

固定具使用期間 使  用  固  定  器  具 固定具の常時装着 手首または足首を含む固定 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

ギプス・ギプスシーネ・ギプスシャーレ  

副子（シーネ）固定・その他（        ） 

し た  

しない 
 有 ・ 無  

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

ギプス・ギプスシーネ・ギプスシャーレ  

副子（シーネ）固定・その他（        ） 

し た  

しない 
 有 ・ 無  

入院治療 
年   月   日 ～   年   月   日 

               （      日間） 

実際に通院して治療を受けた日に○印をつけてください。 

 

 

月 

１ ２ ３ ４ ５ 6 7 8 9 10  計 

 

日 
通院治療 

年   月   日 ～   年   月   日 

     （うち実際に通院した日数     日間） 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

手術の 

有 無 

 

有  

・ 

無 

手 術 名

（                     ） 

手術日：   年   月   日 

手術の種類  開頭術・開胸術・開腹術・その他 

・筋骨関係手術の場合  観血 ・ 非観血  

・植皮術の場合 25㎝2以上・25㎝2未満  

 

 

月 

１ ２ ３ ４ ５ 6 7 8 9 10  計 

 

日 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 

月 

１ ２ ３ ４ ５ 6 7 8 9 10  計 

 

日 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

おけがのため仕事または学校を休んだ期間 

 

年    月    日 ～    年    月    日 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 

月 

１ ２ ３ ４ ５ 6 7 8 9 10  計 

 

日 

診察券のコピーを必ずここに貼りつけてください。 

＜診察券がない場合はこの欄に記入してください。＞ 

 

 

病院名                TEL           

 

 

 

所在地                             

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 

月 

１ ２ ３ ４ ５ 6 7 8 9 10  計 

 

日 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 

月 

１ ２ ３ ４ ５ 6 7 8 9 10  計 

 

日 

担当医師名（        ）科              先

生 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

診 療 状 況 申 告 書 
作成日     年  月  日 

 
公益財団法人日本スポーツ協会 御中 

下記のとおり相違ありません。なお、補償金受領後に、万一事実と異なることが判明した

場合には、受領した補償金を返還いたします。また、貴協会が医療機関に対して照会して

も回答してもらえない場合は、あらためて貴協会所定の「診断書」を提出いたします。 

補償金請求額が 30 万円以下の場合は、こ

の申告書で診断書にかえることができま

す。 

２つ以上の病院で治療された場合は○△等で区別してくだ

さい。 

※病院に確認のうえ、正確に記入してください。特に手術名は

担当医師にご確認ください。 

左記以外 
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同  意  書 

 

 

 ○受傷日     年   月   日 
 

 ○患 者   

 （住所）                                 

                                      

                                      
  

 （氏名）                                 
  

 （生年月日） 昭和・平成    年   月   日 

 

 

公益財団法人日本スポーツ協会 御中 
貴協会の職員またはその業務委託先が、診断状況申告書（診断書）に記載の傷病に関する傷害補償金・共

済見舞金支払いの目的の範囲内で、医療機関から下記医療情報を直接取得・利用することに同意します。

なお、本状は上記の傷病に関する貴協会の傷害補償金・共済見舞金支払完了後に効力を失うものとします。 
 

医療機関 御中 
上記患者の貴院での受療に関して、公益財団法人日本スポーツ協会の職員またはその業務委託先による下

記医療情報に関する照会または資料貸出依頼があったときには、ご対応いただくことに同意します。 
 

記 

１． 診断書・診療報酬明細書 

２． 傷病の原因、症状、既往症、治療内容、治療期間、就業の可否等に関する所見 

３． 画像診断フィルム等の記録ほか検査資料 

 

   年   月   日 
 

             同 意 人  住 所                                

                                                                       

                                                 

                         氏 名                           印 

                         患者との関係：本人・親権者・法定相続人・その他（         ） 

        ※原則として患者ご本人の署名をお願いいたします。 

        ※患者が未成年の場合は、親権者の方がご署名ください。 

 

同意書のご署名・ご捺印のお願い 
 傷害補償金・共済見舞金をご請求いただいた際に、当協会にて治療内容等につき医療機関へ確認し、または、画像診

断のフィルムその他検査資料の貸出を受けることがあります。当協会がこれらの診療情報を医療機関から直接取得する

場合、患者ご自身（未成年者の場合は親権者）から同意が得られている旨を医療機関に提示する必要があります。つき

ましては、上記内容をご確認いただき、全ての項目をご記入のうえ、ご署名・ご捺印くださいますようお願い申し上げ

ます。なお、医療機関が本状の本紙を必要とする場合は、本紙は医療機関へ提出し、当協会は本状の写を保管します。 

公益財団法人日本スポーツ協会 
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後 遺 障 害 割 合 一 覧 表 

１．眼の障害 

(1) 両眼が失明したとき------------------------------------------------- 100％ 

(2) １眼が失明したとき--------------------------------------------------  60％ 

(3) １眼の矯正視力が 0.6以下となったとき --------------------------------   5％ 

(4) １眼が視野狭
さく

窄（正常視野の角度の合計の60％以下となった 

 場合をいう）となったとき ----------------------------------------------   5％ 

２．耳の障害 

(1) 両耳の聴力を全く失ったとき ------------------------------------------  80％ 

(2) １耳の聴力を全く失ったとき ------------------------------------------  30％ 

(3) １耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せないとき -------------------   5％ 

３．鼻の障害 

(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき --------------------------------------  20％ 

４．
そ

咀しゃく、言語の障害 

(1) 
そ

咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき --------------------------- 100％ 

(2) 
そ

咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき ----------------------  35％ 

(3) 
そ

咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき ----------------------------  15％ 

(4) 歯に５本以上の欠損を生じたとき --------------------------------------   5％ 

５．外
ぼう

貌（顔面・頭部・
けい

頸部をいう）の醜状 

(1) 外
ぼう

貌に著しい醜状を残すとき ------------------------------------------  15％ 

(2) 外
ぼう

貌に醜状（顔面においては直径２㎝の
はんこん

瘢痕、長さ３㎝の線状
こん

痕程度 

 をいう）を残すとき----------------------------------------------------   3％ 

６．
せき

脊柱の障害 

(1) 
せき

脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき ----------------------  40％ 

(2) 
せき

脊柱に運動障害を残すとき --------------------------------------------  30％ 

(3) 
せき

脊柱に奇形を残すとき------------------------------------------------  15％ 

７．腕（手関節以上をいう）、脚（足関節以上をいう）の障害 

(1) １腕または１脚を失ったとき ------------------------------------------  60％ 

(2) １腕または１脚の３大関節中の２関節または３関節の機能を全く 

 廃したとき -----------------------------------------------------------  50％ 

(3) １腕または１脚の３大関節中の１関節の機能を全く廃したとき ------------  35％ 

(4) １腕または１脚の機能に障害を残すとき --------------------------------   5％ 

８．手指の障害 

(1) １手の
ぼ

拇指を指関節（指節間関節）以上で失ったとき --------------------  20％ 

(2) １手の
ぼ

拇指の機能に著しい障害を残すとき ------------------------------  15％ 

(3) 
ぼ

拇指以外の１指を第２指関節（遠位指節間関節）以上で失ったとき --------   8％ 

(4) 
ぼ

拇指以外の１指の機能に著しい障害を残すとき --------------------------   5％ 

別表１ 
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９．足指の障害 

(1) １足の第１足指を
し

趾関節（指節間関節）以上で失ったとき ----------------  10％ 

(2) １足の第１足指の機能に著しい障害を残すとき --------------------------   8％ 

(3) 第１足指以外の１足指を第２
し

趾関節（遠位指節間関節）以上で失った 

 とき -----------------------------------------------------------------   5％ 

(4) 第１足指以外の１足指の機能に著しい障害を残すとき --------------------   3％ 

10．その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき ---------------- 100％ 

（注１）第７号から第９号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分

をいいます。 

（注２）関節などの説明図 

 

 

 

 

手 術 補 償 金 対 象 一 覧 

 

対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

１．皮膚、皮下組織の手術（単なる皮膚縫合は除く） 

 (1) 植皮術（25 ㎝ 2 未満は除き、 瘢痕拘縮
はんこんこうしゅく

形成術を含む） 
２０ 

２．筋、 腱
けん

、 腱鞘
けんしょう

の手術 

 (1) 筋、腱
けん

、 腱鞘
けんしょう

の観血手術 

１０ 

３．四肢関節、靭
じん

帯の手術（ 抜釘
ばってい

術を除く） 

 (1) 四肢関節観血手術、靭
じん

帯観血手術 

１０ 

４．四肢骨の手術（ 抜釘
ばってい

術を除く） 

 (1) 四肢骨観血手術 
１０ 

 (2) 骨移植術（四肢骨以外の骨を含む） ２０ 

５．四肢切断、離断、再接合の手術 

 (1) 手指、足指を含む四肢切断術、離断術（骨、関節の離断に伴うもの） 
２０ 

(2) 手指、足指を含む切断四肢再接合術（骨、関節の離断に伴うもの） ２０ 

 

別表２ 
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対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

６．手足の手術 

 (1) 指移植手術 
４０ 

７．鎖骨、 肩甲
けんこう

骨、肋
ろっ

骨、胸骨観血手術 １０ 

８．脊
せき

柱、骨盤の手術（頸
けい

椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含む） 

 (1) 脊
せき

柱・骨盤観血手術 

２０ 

９．頭蓋
がい

、脳の手術 

 (1) 頭蓋
がい

骨観血手術（鼻骨、鼻中隔を除く） 

２０ 

 (2) 頭蓋
がい

内観血手術（穿
せん

頭術を含む） ４０ 

10． 脊髄
せきずい

、神経の手術 

 (1) 神経観血手術（形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻
ねん

除術） 

２０ 

 (2) 脊髄
せきずい

硬膜内外観血手術 ４０ 

11．涙嚢
のう

、涙管の手術 

 (1) 涙嚢
のう

摘出術 

１０ 

(2) 涙嚢
のう

鼻腔吻
ふん

合術 １０ 

 (3) 涙小管形成術 １０ 

12．眼瞼
けん

、結膜、眼窩
か

、涙腺
せん

の手術 

 (1) 眼瞼
けん

下垂症手術 

１０ 

(2) 結膜嚢
のう

形成術 １０ 

 (3) 眼窩
か

ブローアウト（吹抜け）骨折手術 ２０ 

 (4) 眼窩
か

骨折観血手術 ２０ 

(5) 眼窩
か

内異物除去術 １０ 

13．眼球・眼筋の手術 

 (1) 眼球内異物摘出術 
２０ 

(2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術 １０ 

 (3) 眼球摘出術 ４０ 

 (4) 眼球摘除及び組織又は義眼台充填
てん

術 ４０ 

 (5) 眼筋移植術 ２０ 

14．角膜・強膜の手術 

 (1) 角膜移植術 
２０ 

 (2) 強角膜瘻
ろう

孔閉鎖術 １０ 

 (3) 強膜移植術 ２０ 
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対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

15．ぶどう膜、眼房の手術 

 (1) 観血的前房・虹
こう

彩異物除去術 
１０ 

(2) 虹
こう

彩癒
ゆ

着剥
はく

離術 １０ 

 (3) 緑内障観血手術（レーザーによる虹
こう

彩切除術は 13(2) に該当する） ２０ 

16．網膜の手術 

 (1) 網膜剥
はく

離症手術 
２０ 

 (2) 網膜光凝固術 ２０ 

 (3) 緑内障観血手術（レーザーによる虹
こう

彩切除術は 13(2) に該当する） ２０ 

17．水晶体、 硝子
しょうし

体の手術 

 (1) 白内障・水晶体観血手術 
２０ 

 (2) 硝子
しょうし

体観血手術 ２０ 

(3) 硝子
しょうし

体異物除去術 ２０ 

18．外耳、中耳、内耳の手術 

 (1) 観血的鼓膜・鼓室形成術 
２０ 

 (2) 乳突洞解放術、乳突切開術 １０ 

 (3) 中耳根本手術 ２０ 

 (4) 内耳観血手術 ２０ 

19．鼻・副鼻腔の手術 

 (1) 鼻骨観血手術（鼻中隔弯
わん

曲症手術を除く） 
１０ 

 (2) 副鼻腔観血手術 ２０ 

20．咽
いん

頭、 扁桃
へんとう

、喉
こう

頭、気管の手術 

 (1) 気管異物除去術（開胸術によるもの） 
４０ 

 (2) 喉
こう

頭形成術、気管形成術 ４０ 

21．内分泌器の手術 

 (1) 甲状腺
せん

、副甲状腺
せん

の手術 
２０ 

22．顔面骨、顎
がく

関節の手術 

 (1) 頬骨・上顎
がく

骨・下顎
がく

骨・顎
がく

関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うものは除く） 

２０ 

23．胸部、食道、横隔膜の手術 

 (1) 胸
きょう

郭
かく

形成術 
２０ 

(2) 開胸術を伴う胸部手術、食道手術、横隔膜手術 ４０ 

(3) 胸腔ドレナージ（持続的なドレナージをいう） １０ 
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対 象 と な る 手 術          （注） 倍率 

24．心、脈管の手術 

 (1) 観血的血管形成術（血液透析用シャント形成術を除く） 
２０ 

(2) 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸または開腹術を伴うもの） ４０ 

(3) 開心術 ４０ 

(4) その他開胸術を伴うもの ４０ 

25．腹部の手術 

 (1) 開腹術を伴うもの 
４０ 

26．尿路系、副腎
じん

、男子性器、女子性器の手術 

 (1) 腎
じん

臓・腎
じん

盂
う

・尿管・ 膀胱
ぼうこう

観血手術（経尿道的操作は除く） 

４０ 

 (2) 尿道狭窄
さく

観血手術（経尿道的操作は除く） ２０ 

 (3) 尿瘻
ろう

閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く） ２０ 

 (4) 陰茎切断術 ４０ 

 (5) 睾
こう

丸・副睾
こう

丸・精管・精索・精
せい

嚢
のう

・前立 腺
せん

手術 ２０ 

 (6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術（人工妊娠中絶術、経腟
ちつ

操作を除く） ２０ 

 (7) 腟
ちつ

腸瘻
ろう

閉鎖術 ２０ 

 (8) 造腟
ちつ

術 ２０ 

 (9) 腟
ちつ

壁形成術 ２０ 

 (10)副腎
じん

摘出術 ４０ 

 (11)その他開腹術を伴うもの ４０ 

27．上記以外の手術 

 (1) 上記以外の開頭術 
４０ 

(2) 上記以外の開胸術 ４０ 

(3) 上記以外の開腹術 ４０ 

(4) 上記以外の開心術 ４０ 

 (5) ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・咽
いん

頭・喉
こう

頭・胸・腹部臓器手

術（検査、処置は除く） 
１０ 



 

 

 



国スポ事故報告書（様式） 

国 ス ポ 事 故 報 告 書 

大会 第  回 (国民スポーツ大会・冬季大会) 
 

該当するものに○印 
 

ブロック大会 本大会 

大 会 期 間   年  月  日 から   年  月  日まで 

自 宅 住 所 

〒 

 

 

TEL  自 宅   勤務先   携帯  ：   （    ） 
（※日中ご連絡のつく電話番号をご記入ください。） 

メールアドレス：  

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  生年月日（西暦） 

氏 名  年  月  日生 

出場競技等の区分 競技 

事故発生場所  

事故発生日時   年  月  日  午前・午後  時   分頃 

事故の原因・状況 

（ｹｶﾞの部位も記入） 
 

負傷後の処置  

傷 病 名  

全治見込日数 日（入院    日、通院    日） 

下記内容を確認のうえ、□に✔を記入してください  

☐  

「国民スポーツ大会参加者傷害補償制度-2024 年度版」内の

「【9】個人情報の取り扱い」のとおり取り扱われることについ

て本人の同意を確認しました。 
 

上記のとおり報告します。 

     年   月   日 

              協会 

会  長 
または   

代表理事               

 担 当 者              

 

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会  御中

【個人情報の取扱いに関する同意】 

貴協会が、本報告に関する私の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で、取得・利用・提供することに同意します。 

○ 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の履行のために、関係者（医療機関等）、業務委託先、その他必要な関係先に対して提供

を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。 

 



国スポ事故報告書（様式） 

国 ス ポ 事 故 報 告 書 

大会 第○回 (国民スポーツ大会・冬季大会) 
 

該当するものに○印 
 

 

ブロック大会 本大会 

大 会 期 間  2024 年５月２０日  から  2024 年５月２１日まで 

自 宅 住 所 

〒０００－００００ 

東京都新宿区霞ヶ丘町 ○－○－○ 

TEL  自 宅   勤務先   携帯  ： ○○○ （××××） △△△△ 
（※日中ご連絡のつく電話番号をご記入ください。） 

メールアドレス： ○○○＠△△ 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ コクスポ タロウ 生年月日（西暦） 

氏 名 国スポ 太郎 2000 年 ４月２０日生 

出場競技等の区分 バスケットボール      競技 

事故発生場所 ○○○県△△△市 ×××体育館内 

事故発生日時 2024 年 5 月 20 日  午前・午後 ２時 ３０分頃 

事故の原因・状況 

（ｹｶﾞの部位も記入） 

競技中、リバウンドをとるためジャンプし、着地時に相手選手の

足が右足首に強くあたり、右足アキレス腱断裂となる。 

負傷後の処置 大会本部で応急手当を受け病院へ搬送 

傷 病 名 右足アキレス腱断裂 

全治見込日数 ○○日（入院 △△日、通院 ××日） 

下記内容を確認のうえ、□に✔を記入してください  

  

「国民スポーツ大会参加者傷害補償制度-2024 年度版」内の

「【9】個人情報の取り扱い」のとおり取り扱われることについ

て、本人の同意を確認しました。 

 

上記のとおり報告します。 

   2024 年  ５月 ２５日 

 ○○ 県 スポーツ協会 

会  長 
または   

代表理事   △△ ××      

 
担 当 者   国スポ 花子      

 

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会  御中 

 

記入例 

【個人情報の取扱いに関する同意】 

貴協会が、本報告に関する私の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で、取得・利用・提供することに同意します。 

○ 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の履行のために、関係者（医療機関等）、業務委託先、その他必要な関係先に対して提供

を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。 


